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平成３０年上尾市教育委員会１月定例会 会議録 

１ 日  時  平成３０年１月２５日（木曜日） 

開会 午前９時３０分 

閉会 午前１１時７分 

２ 場  所  上尾市役所 教育委員室 

３ 出席委員  教育長 池野和己 

教育長職務代理者 細野宏道 

委員 岡田栄一 

委員 中野住衣 

委員 大塚崇行 

委員 内田みどり 

４ 出席職員  教育総務部長 保坂了 

学校教育部長 今泉達也 

教育総務部 図書館長 黒木美代子 

教育総務部次長 関孝夫 

学校教育部次長 石川孝之 

教育総務部主席副参事兼図書館副館長 鈴木利男 

学校教育部副参事 兼 学務課長 伊藤潔 

学校教育部副参事 兼 指導課長 兼 教育センター所長 瀧沢葉子 

学校教育部副参事 兼 中学校給食共同調理場所長 鈴木宏明 

教育総務部 教育総務課長 荒井正美 

教育総務部 生涯学習課長 小宮山克巳  

教育総務部 図書館次長 島田栄一 

教育総務部 スポ－ツ振興課長 長谷川浩二 

学校教育部 学校保健課長 松澤義章 

書記  教育総務課主幹 森泉洋二 

教育総務課副主幹 井上建一 

教育総務課主査 周暁蘭 

教育総務課主任 鳥丸美鈴 

５ 傍 聴 人  １人 
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６ 日程及び審議結果 

日程第１ 開会の宣告 

日程第２ 平成２９年１２月定例会会議録の承認 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

日程第４ 議案の審議 

議案第１号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱について 

日程第５ 協議 

平成３０年度上尾市教育行政重点施策の策定について 

日程第６ 報告事項 

報告事項１ 平成２９年度第１回定期監査結果について 

報告事項２ 平成３０年成人式について 

報告事項３ 第３６回上尾市民駅伝競走大会の開催について 

報告事項４ 平成２９年度上尾市立小・中学校卒業証書授与式及び平方幼稚園修了証書授与式につい

て 

報告事項５ 平成２９年１２月上尾市小・中学校いじめに関する状況調査結果について 

報告事項６ 平成３０・３１年度上尾市小学校外国語教育の移行措置等について 

報告事項７ 学校歯科医の委嘱について 

報告事項８ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱について 

日程第７ 今後の日程報告 

日程第８ 議案の審議 

議案第２号 行政文書非公開決定処分に係る審査請求に対する裁決について 

日程第９ 閉会の宣告 
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７ 会 議 録 

日程第１ 開会の宣告 

（池野和己 教育長）皆様おはようございます。ただ今から、平成３０年上尾市教育委員会１月定例会

を開会いたします。本日は、傍聴の申出はございますか。 

 

（荒井正美 教育総務課長）１名の方から傍聴の申出がございます。 

 

（池野和己 教育長）傍聴を許可します。ご案内をお願いします。 

 

～傍聴人入場～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、日程に従いまして、会議を進めます。 

 

日程第２ １２月定例会会議録の承認について 

（池野和己 教育長）最初に「日程第２ １２月定例会会議録の承認について」でございます。１２月

定例会の会議録につきましては、すでにお配りをし、確認していただいておりますが、何か修正等が

ございましたらお伺いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、承認することにご異議ございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議ないものと認め、１２月定例会の会議録は、岡田委員さんにご署名をいただ

きまして、会議録といたします。 

 

日程第３ 会議録署名委員の指名 

（池野和己 教育長）続きまして、「日程第３ 本定例会の会議録署名委員の指名」を行います。会議

録署名委員は、中野委員さんにお願いいたします。 

 

（中野住衣 委員）はい。 

 

日程第４ 議案の審議 

（池野和己 教育長）続きまして「日程第４ 議案の審議」でございますが、審議の前にお諮りいたし

ます。本日提出されております議案第２号につきましては、個人情報が含まれておりますので、非公

開の会議として審議したいと存じますが、ご異議はございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 
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（池野和己 教育長）それでは、ご異議がないものと認め、会議を公開しないものとして決定いたしま

した。また、この決定を受けまして、予定されている本日の日程を変更いたします。まず、会議を公

開して審議を行う、議案第１号の審議を行い、続いて、協議、報告事項、今後の日程報告を行いたい

と存じます。その後、非公開の会議として議案第２号の審議を行いたいと存じますので、よろしくお

願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）それでは、「日程第４ 議案の審議」に入りたいと思います。最初に、「議案第

１号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱について」説明をお願いします。 

 

（保坂了 教育総務部長）議案第１号につきましては、小宮山生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

○議案第１号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）「議案第１号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱につい

て」でございます。議案書の１ページをご覧ください。提案理由は、人権教育集会所運営委員に欠員

が生じたため、上尾市立人権教育集会所運営委員会規則第３条第２項及び第４条の規定に基づき、後

任として委嘱したいので、この案を提出するものです。この委員会は、同和教育をはじめとするさま

ざまな人権教育の充実を図るために、畔吉と原市に設置しております、人権教育集会所の運営に関す

る重要事項を審議するために設けられているものでございます。委員の任期は２年で、今回委嘱した

い委員の任期は、平成３１年３月３１日まででございます。なお、１号委員は、地区の代表の方から

お願いしております。説明は、以上です。 

 

（池野和己 教育長）ただ今、議案第１号につきまして説明をいただきました。質疑、ご意見等がござ

いましたらお願いしたいと思います。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、ないようですので、採決に移ります。「議案第１号 上尾市立人権教

育集会所運営委員会委員の委嘱について」原案どおり可決することにご異議はございませんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ご異議がないものと認め、原案のとおり可決いたしました。 

 

日程第５ 協議 

（池野和己 教育長）続きまして、協議でございます。協議事項といたしまして、「平成３０年度上尾

市教育行政重点施策の策定について」が提出されております。説明をお願いいたします。 

 

（保坂了 教育総務部長）それでは、協議事項をご用意ください。「平成３０年度上尾市教育行政重点

施策の策定について」概要を荒井教育総務課長より、重点事項につきましては各所属長より説明申し

上げます。 
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○協議 平成３０年度上尾市教育行政重点施策の策定について 

（荒井正美 教育総務課長）それでは、「協議事項 平成３０年度上尾市教育行政重点施策の策定につ

いて」説明させていただきます。上尾市教育行政重点施策の策定につきましては、平成２７年度まで

は、２月の教育委員会定例会で協議をし、３月の定例会に議案提出しておりました。また、平成２８

年度は、２月定例会に議案提出をし、協議と審議を２月定例会１回でまとめて実施をしたところです。

そして、今年度につきましては、委員の皆様のご意見や要望を、できるだけ、この重点施策の策定に

反映してまいりたいという観点から、今回、協議を復活させていただきたいということと、議案提出

も、できる限り早い段階で内容を固めていきたいということで、２月の定例会への議案提出を予定し

ているものでございます。それでは、最初に、この重点施策の策定理由について申し上げさせていた

だきます。策定理由でございますが、「夢・感動教育 あげお」の実現に向けて、第２期上尾市教育

振興基本計画の３年目に当たる取組の実効性をより高めていくため、平成３０年度上尾市教育行政重

点施策を定めるものでございます。次に、この施策の位置付けと全体構成等について、説明させてい

ただきます。まず、国・県においては、それぞれが策定した第２期の教育振興基本計画のもと、それ

ぞれの教育の目指すべき姿に向かって教育改革が進められているところでございます。上尾市教育委

員会でも、この国や県の教育振興基本計画を参酌するとともに、第５次上尾市総合計画との整合性も

図りながら、第２期上尾市教育振興基本計画の中の三つの基本方針と七つの基本目標を定め、この目

標の実現に向けたさまざまな教育施策を展開しているところでございます。取組の３年目に当たりま

す平成３０年度の事業実施に当たっては、この教育振興基本計画の実効性を確保し、また、今日的な

課題にも対応していくために、別冊にお示しをしましたさまざまな重点施策を定め、関係部局や関係

機関、団体等との連携を図りながら、本市の教育の充実・発展に努めていくこととしています。続き

まして、施策の構成について申し上げます。恐れ入りますが１ページをご覧ください。施策の体系に

つきましては、先程ご説明しましたように第２期上尾市教育振興基本計画と整合を図る必要があるこ

とから、基本計画が定める七つの基本目標とそれぞれの施策に沿った形で表していくものとします。

２ペ－ジをご覧ください。それぞれの構成ですが、上段には、各基本目標に関して、教育を取り巻く

状況変化や社会的背景、そして様々な課題解決に向けた重点的な取組内容をご説明しております。そ

して、最下段の四角枠、二重の箱のところでございますが、こちらは、各基本目標を達成していくた

めの施策と重点的な取組、主要事業を表しております。この主要事業は、どれもが大切な事業でござ

いますが、特に重点を置く事業については、星印のマークを付けまして、中段のところの括弧書き部

分ですけれども、平成３０年度重点事業という項目部分がありまして、この部分に、星のマークが付

いている重点事業を特出しをして記載し、目指すべき方向性を明確化するとともに、本市の教育に関

わる各職員が、しっかりとした認識を持って、事業に取り組んでいくことができるような構成立てを

しているものでございます。なお、今回、取組内容、そして記載内容、表現等の在り方、示し方等に

ついてもご審議をいただきまして、ご意見をいただきまして、事務局で再度内容の調整を図って、先

程申し上げましたように、２月の定例会で議案としてご提案をさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。重点施策の概要説明につきましては、以上となります。この後、各所管課に係る重

点事業につきましては、それぞれ、担当課長からご説明させていただきます。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）指導課・教育センター関係について申し上げます。初めに、「基本目標Ⅰ（確

かな学力と自立する力の育成）」でございます。２ページ、３ページをご覧ください。「施策１」で

は、まず、「魅力ある学校づくり事業」として、学習指導要領の改訂に伴う教育課題などに対して、

各学校が主体的に研究を深める研究協議会が行えるよう、研究を委嘱してまいります。また、「学力
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向上支援事業」として、「上尾市学力調査」を１月に行うことで、４月に行われる全国・埼玉県の学

力状況調査と併せて学力の課題と取組の検証の機会を２回設定し、各学校が前期・後期の学力向上プ

ランを作成して、「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業改善と児童生徒の学力向上を図って

まいります。続きまして、「施策２」では、「小中学校ＡＬＴ配置事業」といたしまして、「生きた

英語」を学ぶ学習環境を作るため、ＡＬＴを全校に配置し、「英語教育及び外国語活動」の、更なる

充実を図ってまいります。特に、小学校外国語活動の授業時数が増加することに伴い、ＡＬＴの配置

人数を増やし、さらに、教員の指導力の向上を図る研修を実施してまいります。また、「英語教育推

進事業」は、新規の事業でございますが、民間企業と連携して、小学生を対象としたイングリッシュ

キャンプ、中学生を対象とした英検チャレンジ教室の実施をしてまいります。「施策５」では、「特

別支援教育推進事業」といたしまして、本年度から、芝川小学校に「難聴言語障害通級指導教室」、

上尾中学校に「発達・情緒障害通級指導教室」を設置いたしました。今後も、教員研究や授業研究会

を開催するとともに、障害のあるなしに関わらず、児童生徒の教育的ニーズに合った適切な教育的支

援を行い、「インクルーシブ教育」の視点で特別支援教育を推進してまいります。続きまして、「基

本目標２（豊かな心と健やかな体の育成）」につきまして、３ページから５ページをご覧ください。

「施策２・３・４」の「重点事業」といたしまして、「いじめ根絶対策事業」では、「ハイパーＱ

Ｕ」での実態把握や「なかよく楽しい学校生活を送るための標語」ポスター作成などいじめの未然防

止の取組を行い、今年度、改訂した「いじめの防止等のための基本方針」を基に「いじめを見逃さず

に適切に対応できる学校」の支援に努めてまいります。また、「さわやか相談室運営事業」では、中

学校の「さわやか相談員相談室」の運営を充実させるとともに、定期的な「小学校さわやか相談室」

の実施を図り、小・中学校、関係機関が連携して「相談体制の充実」に取り組んでまいります。続き

まして、「基本目標Ⅲ 安心・安全で質の高い学校教育の推進」につきまして、５ページから７ペー

ジをご覧ください。「施策２」では、「コミュニティ・スクール研究推進事業」として、学校・家

庭・地域が一体となって、よりよい教育の実現を図るために、学校運営協議会を置く「コミュニテ

ィ・スクール」を、平成３０年度は３校設置、３１年度以降の全校設置を目指して推進してまいりま

す。さらに、「施策４」では、引き続き、「大型モニタ」や「デジタル教科書」などの「効果的な活

用」とともに、Ｅラーニングを活用した個に応じた学習の推進を図ってまいります。続きまして「基

本目標４ 学校・家庭・地域の連携と教育力の向上」につきましては、７ページ、８ページをご覧く

ださい。そのうち、「元気な学校をつくる地域連携推進事業」といたしまして、学校応援団の学校支

援ボランティアに係る支援を行い、地域教育力の活用を図ってまいります。指導課・教育センター関

係の説明は、以上でございます。 

 

（松澤義章 学校保健課長）学校保健課から申し上げます。初めに５ページをお願いいたします。基本

目標のⅡ、「施策６ 学校保健の充実」でございます。「保健教育の推進」や、食物アレルギーの児

童生徒への対応をはじめとした「保健管理の推進」及び「学校保健組織活動の推進」を図ってまいり

ます。重点事業の「学校健康診断及び健康管理事業」では、内科・歯科検診や平成２８年度から開始

しました運動器検診を継続実施し、検診後の措置につなげ、一層の健康保持増進に努めてまいります。

また、アレルギー疾患をもつ児童生徒につきましては、各家庭とも連携し、統一的な取組を図ってま

いります。次に、「施策７ 食育の推進・学校給食の充実」におきましては、農作物の栽培体験、親

子料理教室、地域の皆様や高齢者を招いた招待給食などを実施し、「食に関する指導」や、「学校給

食」の更なる充実を進めてまいります。次に、７ページをお願いいたします。基本目標の３、「施策

５ 学校安全の推進」でございます。重点事業の「児童生徒安全推進事業」では、各小・中学校にお

いて全職員を対象とした「心肺蘇生法研修」及び「応急手当普及員資格取得講習会」を開催し、有資
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格教職員の充実を図ってまいります。また、平成３０年度から、新たな取組として、全小・中学校に

おきまして心肺蘇生法講習会を開催いたします。また、通学路安全対策事業では、市ＰＴＡ連合会か

らの要望を受け、緊急的に整備が必要と思われる箇所につきまして、通学路の改善工事を実施してま

いりたいと考えております。学校保健課につきましては、以上でございます。 

 

（鈴木宏明 中学校給食共同調理場所長）中学校給食共同調理場から申し上げます。５ページをお願い

いたします。基本目標Ⅱ、「施策７ 食育の推進・学校給食の充実」でございます。成長期である生

徒にとって魅力ある献立となるよう見直しをし、調理備品等の整備・更新を図ってまいります。また、

調理業務の委託も今年度３月で契約終了を迎えるため、新年度の契約に向けて準備を進めております。

中学校給食共同調理場からの説明は以上でございます。 

 

（伊藤潔 学務課長）学務課関係について申し上げます。２、３ページをご覧ください。基本目標Ⅰの

施策１及び４では、さわやかスクールサポート事業により、中学校１年生で、市独自にアッピースマ

イル教員を配置することにより、少人数学級を編制し、きめ細やかな指導の充実や中１ギャップの解

消に取り組んでまいります。施策２では、日本語指導職員を派遣し、日本語の理解が不足している児

童生徒に対して、日本語習得の援助及び指導を行ってまいります。施策５では、通常学級にアッピー

スマイルサポーター、特別支援学級に特別支援学級補助員を配置し、児童生徒一人一人の教育的ニー

ズに応じた支援を行ってまいります。続きまして、５ページから７ページをご覧ください。基本目標

Ⅲでは、施策１及び２にありますように、人事評価制度や学校評価を活用し、教職員の資質能力の向

上と学校経営の改善充実を図り、質の高い学校教育の推進に取り組んでまいります。また、施策６に

ありますように、経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学校生活に

必要な費用の援助を行い、児童生徒が安心して学校に通えるよう支援してまいります。さらに、今年

度より新入学児童生徒学用品費の入学前支給を実施し、入学時の保護者負担を軽減します。学務課関

係は、以上でございます。 

 

（荒井正美 教育総務課長）教育総務課関係でございます。５ページ、６ページ「基本目標Ⅲ 安心・

安全で質の高い学校教育の推進」でございます。六つある施策のうち施策３、４についてご説明いた

します。まず、７ページ「施策３ 学校環境の整備・充実」の中では、①施設老朽化対策の推進とし

て、「上尾市学校施設更新計画策定基本方針及び上尾市学校施設更新計画」策定を進めてまいります。

現在、学校施設の老朽化が進んでおり、将来的な少子化の進行、厳しい財政状況を背景に、平成２７

年度に策定されました「上尾市公共施設等総合管理計画」の方針に則り、安全で適切な施設環境の整

備と更新コストの縮減を目指す学校施設の更新計画の基本方針と基本計画を向こう平成３２年度まで

の間に策定してまいります。また、施策３の②の部分ですが、小・中学校の学校図書整備に積極的に

取り組んでまいります。小・中学校の学校図書館の図書充足率１００パーセントを目指し、書架の増

設や学校図書の適切な廃棄・更新、充実を図り、指導課とも連携しながら、児童生徒の読書活動の推

進や学校図書館の教育効果の向上に努めてまいります。次に、「施策４ ＩＣＴ教育の推進」でござ

います。こちらの施策では、今年度新たに構築しました小・中学校専用ネットワークについて、安定

的な運用管理を行い、児童生徒の情報活用能力の育成や主体的・協働的な学びの推進、校務の効率化

などにつなげていくこととします。また、無線ＬＡＮ整備やタブレット端末等の導入が今後の課題と

なることから、これらの機器を活用した場合の成果や費用対効果を研究し、導入計画を作成し、機能

とコストのバランスを考慮したＩＣＴ環境を整備してまいります。教育総務課関係につきましては、

以上でございます。 
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（小宮山克巳 生涯学習課長）生涯学習課です。７ページ目以降をご覧ください。「基本目標Ⅳ 学

校・家庭・地域の連携と教育力の向上」でございます。施策１の学校・家庭・地域が連携した教育活

動の推進ですが、上尾市ＰＴＡ連合会への支援を行い、ＰＴＡ活動の活性化を推進しているところで

ございます。また、ボーイスカウト・ガールスカウト等の社会教育団体への支援を引き続き進めてま

いります。施策２の家庭教育の充実では、市内幼稚園の保護者会など、家庭教育に関する学習機会の

提供を重点施策として進めてまいります。次の「基本目標Ⅴ 生涯にわたる豊かな学びのサポート」

です。第４次上尾市生涯学習振興基本計画、これは平成２８年度から３２年度でございますが、これ

に基づきまして、「生涯を通して豊かな学びをサポート」を基本理念として、体系的に事業を進めて

まいります。９ページをご覧ください。施策１では、生涯学習・社会教育情報や、生涯学習グルー

プ・指導者などの情報発信を行っていくものです。施策２生涯学習機会の提供の中では、公民館事業

を軸に、学習のきっかけづくりと、多種多様な学習機会の提供を、対象者や学習目的で分類して、幅

広く充実した学習機会を提供してまいります。また、大学等のほか、周辺自治体とも連携して実施し

ている「子ども大学あげお・いな・おけがわ」や、民間企業と連携した講座事業など、連携・協働に

よる学びの機会を引き続き提供してまいります。 施策３生涯学習の体制と生涯学習施設等の充実で

は、第４次上尾市生涯学習振興基本計画を推進してまいります。学んだ成果を生かせる機会としては、

指導者を登録し、情報を提供する「まなびすと指導者バンク推進事業」を行います。また、生涯学習

グループ間の交流の場として公民館祭りを開催します。施策４の人権教育の推進でございますが、人

権教育集会所で実施する事業を通して、学びの場の提供や地域との交流を図っていくものでございま

す。「基本目標Ⅵ 文化芸術の創造と文化財の保護」です。施策１の文化芸術の振興では、上尾市美

術展覧会事業、上尾市民音楽祭を実施していくほか、上尾市ゆかりの音楽家を支援するクラシックコ

ンサートを開催し、芸術性の高い音楽鑑賞の場を提供してまいります。施策２の文化財の保護では、

文化財の調査や歴史資料の収集を継続するほか、文化財の啓発事業を重点事業として取り組んでまい

ります。特に、平成２８年３月に国登録文化財に登録されました上尾の摘田・畑作用具に関しまして、

平成２９年度から、その資料的価値を高めるために、専門家等で構成される資料整備委員会を組織し、

国の補助金等を活用して、国指定重要文化財への指定要件とされる詳細な記録をまとめた調査報告書

の作成に向けた調査事業を進めてまいります。また、平成３０年度は、市政施行６０周年の記念事業

といたしまして、民俗芸能公演大会の実施を計画しております。以上でございます。 

 

（島田栄一 図書館次長）図書館でございます。恐れ入りますが、８、９ページをご覧ください。「基

本目標Ⅴ 生涯にわたる豊かな学びのサポート」の中の施策５の図書館運営の充実でございます。図

書館資料の整備・充実、図書館サービスの充実、子どもの読書活動の推進などを進めてまいります。

図書館は、多様化・専門化する市民ニーズに応じ、広い視野でさまざまな資料・情報の収集・提供に

努めるだけでなく、課題解決に導くためのレファレンス、学習環境の整備など多様な要求に応えるこ

とが求められております。重点事業といたしまして、図書館資料整備事業では、引き続き、図書資料

等の充実に努めてまいります。また、図書館の利用に障がいのある人へのサービスとして、視覚障害

者等への対面朗読の需要は、年々増加傾向にあることから、音訳ボランティア等とも連携し、対面朗

読の充実のほか、録音資料制作など、さまざまな資料・情報の収集・提供に取り組んでまいります。

子どもの読書支援活動センター運営事業では、引き続き、学校と連携した学校図書館の充実と学校図

書館支援員の資質向上、学校応援団の読み聞かせボランティアの育成や支援に努め、子どもたちに身

近な学校の読書環境を整えてまいります。また、保護者の方々が絵本について気楽に相談できるよう

定例の相談日の開設などを検討してまいります。図書館につきましては、以上でございます。 
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（長谷川浩二 スポーツ振興課長）１１ページ、１２ページをお願いします。「基本目標Ⅶ 健康で活

力に満ちた生涯スポーツ活動の推進」についてでございます。これにつきましては、市民の皆様がス

ポーツに親しんで、親しむ環境の整備と機会を提供し、心身ともに健康で活力に満ちたスポーツ活動

が営めるようにするため、四つの施策を推進してまいります。その中で、施策１「スポーツ・レクリ

エーション事業の充実」の中で、スポーツ大会開催につきましては、上尾市民体育祭、上尾シティマ

ラソン、上尾市民駅伝競走大会などがありますが、上尾シティマラソンにつきましては、平成２９年

度に３０回の記念大会として実施いたしましたが、今後も上尾市のスポーツの一大イベントとして実

施してまいります。また、市民駅伝競走大会につきましては、今後、コースの変更も含めて検討し、

実施してまいりたいと考えております。施策２「スポーツ施設の整備・充実」につきましては、市民

の皆様が安全にスポーツ施設を利用できるよう、引き続き、スポーツ施設の修繕、整備を行ってまい

ります。特に、屋外スポーツ施設に関しましては、平方の野球場の土地を４年間で買収いたしますの

で、今後、買収、整備の計画も諮っていきたいと考えております。また、市民体育館におきましては、

平成２９年度をもって指定管理者の指定期間が満了いたしますので、指定管理者選定委員会を設置い

たしまして、新たな指定管理者の選定を行いまして、３月議会に指定管理者を指定することについて、

議決を求める予定です。引き続き、指定管理者制度を活用いたしまして、管理運営を行います。施策

３「スポーツ指導者の育成」に関しましては、スポーツ基本法に基づきまして委嘱するスポーツ推進

委員が任期２年目となりますが、引き続き、スポーツ・レクリエーションの普及、振興を図ってまい

ります。施策４につきましては、今年６０周年を迎えます体育協会への支援や、共催による大会や教

室の実施を支援してまいります。スポーツ振興課につきましては、以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ただ今、「平成３０年度上尾市教育行政重点施策の策定について」説明をいただ

きました。ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 

（大塚崇行 委員）基本目標Ⅲの中で、小・中学校専用ネットワークシステムを前年度構築という形に

なっていたと思うのですが、今年度は運用ということで始まっていると思います。今年度は、どのよ

うに整備されて、どのように使っているのかをお伺いします。 

 

（荒井正美 教育総務課長）今年度１０月から新しい学校ネットワークを構築したのですが、それにつ

いて、今までは、市長部局に相乗りする形で市長部局側と同じようなシステムを使っていたのですが、

自治体情報セキュリティクラウドという県下の市町村のインターネットを埼玉県と市町村で一つのク

ラウドを作って、そこに一本化をしなさいという、セキュリティを高めるための指示がございまして、

それに学校ネットワークが参加できないというような条件がございまして、今年度、そのシステムを

切り分けて構築したということなので、内容的には、市長部局側とほぼ同じになっておりまして、目

新しい部分はないという状況です。運用については、できる限り安定的に使えるように、また、セキ

ュリティも確保できるように、きちんと整備をしているというところでございます。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。他にございましたらお願いいたします。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）３ページの小・中学校ＡＬＴ配置事業について配置を増やすというこ

とを指導課長が発言されています。同じように、英語に関して英語教育推進事業で「民間と」という

ことについて発言がありました。これについて、補足をしていただきたいと思います。 
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（瀧沢葉子 指導課長）学習指導要領が改定されまして、平成３３年度から小学校の外国語が教科化さ

れるということになりました。そこで、上尾市でも、小学校では平成３０年度、来年度から高学年で

週２時間、中学年で週１時間という授業時数での先行実施の形をとりまして授業時数を増やして対応

していくということでございます。それに伴って、上尾市の特徴でもあるＡＬＴを十分に配置してい

ただいておりますが、それを増員して、授業数に合わせて配置していくということを計画しておりま

す。併せて、英語教育の推進を図るために、民間企業の力も借りまして、イングリッシュキャンプと

いうような２泊３日程度で英語を使った活動を行うキャンプを行うということを、また、文部科学省

では、英検の３級の取得率について５０パーセント以上を目指すというような目標値もありますので、

そこに近づけていくためにシェアする教室を開設するというような予定でおります。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）手法は、まだ検討の余地があるのでしょうが、何らかの民間企業とタ

イアップしたものを新規で開催するということですね。わかりました。それでは、コミュニティ・ス

クールの学校運営協議会の協議内容ということで『はじめに』のところに記載があります。そして、

また、５ページ、６ページのところにもその記載があって、６ページのところ、コミュニティ・スク

ール研究推進事業がなぜ、新規となっているのか、去年新規だったから今年はいらないと思っている

のですが、コミュニティ・スクールに関してですが、『はじめに』のところに「学校教育に係る新た

な取組としては、コミュニティ・スクールを導入いたします。」ということで、コミュニティ・スク

ールというものを導入することによって、上尾市の子どもたちにとって、どういうことを目的として

コミュニティ・スクールを導入するというのを『はじめに』の中に、私は、もう少し入れていただけ

ればと思います。コミュニティ・スクールという言葉、学校運営協議会という言葉というのも、パッ

と読まれますと、当事者はわかりますが、なかなかわからないものです。なぜ、コミュニティ・スク

ールを先行で３０年度にやって、３１年というのは書いていませんが、やるのかというのを、ぜひ、

私は前面に出していただいて、それで子どもたちを「夢・感動教育 あげお」の理念に基づいてやる

のだということを前面に出していただければと思います。今回協議しているのが、３０年度の重点と

いうことになりますので、それを入れていただくよう検討していただきたいと思います。コミュニテ

ィ・スクールに関しては以上です。 

 

（中野住衣 委員）基本目標Ⅰの二つ目の文章のところに、幼児教育の重要性ということで書かれてい

ます。また、今、細野委員さんがおっしゃったコミュニティ・スクールのところにも、実践的な検証

をこれから行っていくというところで、幼・小・中の連携協力が一番はじめに書かれています。先日、

ある会議で、幼稚園の園長先生とお話をさせていただいた時にも、現在の幼稚園の課題は、幼小の接

続だとおっしゃっていたのを思い出します。私たち委員は、小・中学校は、学校訪問等で様々な取組

の状況・内容が分かりますが、幼児教育についてはなかなか見えない部分です。ここ１０年ほどで、

幼保・小・中の連携・接続は、様々な取組を通して強化されてきたと思います。その中で、あえてこ

こに、連携強化の重要性を挙げているのは、どういうことが課題にあるのか教えていただきたいと思

います。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）小学校に入学いたしますと、小学校１年生に上がってくる子どもたちの学びに

関していろいろな課題が見られるということで、幼稚園・保育園、小学校との連携というのは、ます

ます重要になっていると認識しております。ますます重要性は、増しているということで、今、小学

校を中心として、幼稚園・保育園との連携は、いろいろな取組が学校単位で行われておりますが、上
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尾市教育委員会といたしましても、幼児教育振興協議会等を活用して、どのような連携を図っていく

のが適切であるのかの研究については、引き続き、深めていく必要があると考えております。 

 

（中野住衣 委員）１０年以上前に、上尾市教育委員会が指定を受けて、平方地区の保育所・幼稚園・

小学校がモデル的に、幼・保・小の連携・接続の研究に取り組みまして、保幼と小学校の育ちや遊び、

学びがどうつながっていくか、実践発表いたしました。市内全保育所・幼稚園の先生方が参加して、

上尾市全体の取組に発展していきました。その後も、その取組が継続発展してきたと認識していまし

たので、新たな課題が出てきているのかと考えたので、質問しました。私たちも、小学校につなげる

側面から幼児教育の重要性を理解しなければと考えます。幼児教育の理解を深めるための幼稚園訪問

等、何か教育委員がかかわれるものがあれば、教育委員会で計画いただければありがたいと思いまし

た。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）前からも、あるかもしれませんが、発達障害等が絡んで、発達に関する悩みが

保護者の方にもあるように思います。また、教員側にもあるように思います。また、幼稚園・保育園

側でも、遊びや集団活動を通しての中で伝えて、学校と連携しないといけないというものが、新たな

課題と感じているところであります。そのへんを解決できるような何か具体的な方策を立てていく必

要がありますし、お互いにどのような活動をしたら、そういう課題に対応できるのかということにつ

いては、さらに研究を深めていきたいと思います。また、教育委員さんのお力をいただけるような場

等も検討していきたいと思います。 

 

（中野住衣 委員）瀧沢課長がおっしゃったように、子どもの発達について、親が正面から向き合うの

は、幼稚園・保育所にあがった時だと聞いたことがありました。小学校入学前の就学前の時期に、子

どもの発達等について、幼稚園・保育所と行政、関係機関等が様々に連携して話し合い、どのように

子どもの教育を支援していくか、小学校接続を視野に行われることが重要かと思います。幼児期から

最終的には就労まで、接続した教育を実践できるよう、そういう点についても新たな課題として取組

をお願いいたします。 

 

（岡田栄一 委員）先程、平成３０年度から、救命救急について全小・中学校へ児童生徒に向けて理解

を深める機会を設けるとおっしゃっていましたが、具体的内容としては、どのようなことをやるので

すか。 

 

（松澤義章 学校保健課長）平成３０年度からにつきましては、今まで全教職員を対象にしてというこ

とであれば、年１回、研修会・講習会を行っておりましたが、今回、児童生徒を対象に全学校でとい

うことで始めさせていただこうと考えております。内容につきましては、中学校と小学校は違うもの

を考えておりまして、中学校につきましては実際に心肺蘇生に係るトレーニングキット、人形のよう

な形をして胸骨を圧迫するような機器やハート形の胸骨を圧迫するような機器もありますので、実際

に、そういったものを使って体験していただくような講習・研修を考えております。小学校につきま

しては高学年にならないと講習というのも無理かと考えておりますので、高学年を対象に、まずは、

機器の使用云々ということではなく、救急救命に際しての初期対応ということで、小学生として、ど

ういった行動をとっていただくことが一番よろしいのか、というようなところを重点において、具体

的な講習の内容につきましては、ただ今、検討させていただいているところでございます。 
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（岡田栄一 委員）先程おっしゃった器材は、購入するのですか、借りるのですか。 

 

（松澤義章 学校保健課長）トレーニングキットの人形で対応したものは、学校保健課で複数台所有し

ておりますので、講習会を実施している学校に対しましては、それを貸し出しております。また、消

防署にもキットがございますので、そちらを借用して講習会を実施したいと考えております。 

 

（池野和己 教育長）さいたま市のＡＳＵＫＡモデルについても話してください。 

 

（松澤義章 学校保健課長）２月１３日になりますが、小・中学校の管理職及び養護教諭等を含めまし

て、労働安全衛生研修会という名目の研修会の中でＡＳＵＫＡモデルというさいたま市で実際に起き

ました事故を経験された、さいたま市の元教育長さんである桐淵先生を講師としてお招きして講演を

いただくことを予定させていただいているところでございます。 

 

（池野和己 教育長）付け足しますが、ＡＳＵＫＡモデルは、全国的に有名になりましたが、隣接して

おります、さいたま市で起こった小学校での事故に際して、ＡＥＤを使うか、使わないか判断が非常

に難しくて、現実にはＡＥＤを使わなかったということがありました。そういう中で、その後、さい

たま市で作ったものがＡＳＵＫＡモデルと呼ばれるようになったのは、明日香ちゃんという女の子の

名前からです。今回、そういうことで上尾市でも各学校、悉皆で参加してもらいまして、事故当時教

育長であった桐淵先生に来ていただいて、直にお話しいただきます。実際、さいたま市は、児童生徒

が心肺蘇生についてはＡＳＵＫＡモデルを作ると同時に実施しています。ですから、課長が言ったと

おりで、特に小学校においては、初期対応のところで、大人の人たちをすぐに呼びに行くとか、事前

にそういうことを何回か訓練しないと、動けるものではありませんので、そういうことで、来年度そ

れの充実を図っていきたいということですので、先生から専門的な見地からご指導いただければあり

がたいと思っています。 

 

（内田みどり 委員）中学校の部活動の指導について、教職員の負担がとても大きくなっているという

ことをよく耳にしますが、それについて、たとえば、先程、スポーツの指導者の派遣ですとか、そう

いうことがあったのですが、中学校にそういう方たちを派遣して、部活動の指導とか、そういうこと

を検討していただけるということとかはございますか。 

 

（長谷川浩二 スポーツ振興課長）実際にあったことで、正式ではないのですが、体育協会に所属して

いる人が、部活動の指導をしたということはございます。そのときは、確か学校側から依頼があった

というように記憶しております。それが正式な制度ということではなく、実際に指導をした方はいら

っしゃいました。 

 

（池野和己 教育長）関連で、瀧沢課長、お願いします。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）部活動指導は、各中学校に行うよう派遣をしています。まだ十分ではありませ

んが、全体に派遣はしております。職員の働き方と併せて今後どのように改善できるか検討してまい

りたいと思っております。 

 

（内田みどり 委員）先々は、少しずつ増やしていくというようなことは考えていますか。 
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（池野和己 教育長）瀧沢課長、今後の見通しは、わかりますか。今の人数は、わかりますか。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）少々お時間をください。 

 

（池野和己 教育長）調べてください。部活動指導員というのは、ワークライフバランスが基ではなく、

教員の専門性が部活動の指導に十分でないというところから、全く素人の教員が教えるよりも、スポ

ーツに対する専門性のある方々を非常勤で入れて指導してもらった方がよいということから作った制

度で、これを最初に作ったのは埼玉県です。県が最初に進めまして、その後、それだけでは足りませ

んので、県内の各市町村が独自の対応で、それぞれ、それをさらに補充していくという形で始めてい

まして、上尾市でも、私の記憶ですと、各校５人、６人は入っています。それでは、人数がわかった

ら、お願いします。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）２９年度は、４５名の部活の指導員をお願いしており、各中学校４、５人ずつ

の配置になっております。 

 

（池野和己 教育長）だいたいそれくらい入っていただいておりまして、年度の初めに委嘱しています。

皆さんボランティアに近いくらいの謝金なのですが、夕方、部活動が始まる時刻には、だいたい１１

校どこの学校にも、４人から５人くらいの方々に入っていただいております。ほとんど、継続ですの

で、年齢的にいきますと、もう７０台くらいの方も。こちらとしては、健康に十分留意して指導に当

たっていただくしかないのですが、引き続きずっと入っている方などは、１０年以上もずっと指導に

当たってくれています。当然、顧問といっしょに指導に当たっていただいておりますので、中体連の

大会等ではコーチ的な形で登録をしてもらって、行っていただくことがありますが、市としては、教

員が部活動の顧問という立場で進めているという形です。今後、それを増やしていくというのは、な

かなか財政的に厳しくて、今、学校教育部では、特化してそれについての予算要求というのはしてお

りません。それで、先程質問があったのは、長谷川課長さんにお答えいただいたように、今ここで話

題になってきている国が言っていることとは違うと思います。あれは、休養日を確実にするとかいう

ことであって、ワークライフバランス等のことを基に教員を補佐するような別の段階のものです。で

すから、学校教育は、そこで終わってしまって、その後の勤務時間を超えて今やっていますので、勤

務時間外の部分については、きちっとした形を位置付けて、言ってみれば、社会体育の方に移行して

いこうということが、国がこのところスポーツ庁とあわせて言っているところです。実際には、欧米

に比べて、どれくらいそれの受入態勢が地域にあるかということを考えますと、たとえば、部活動は

一切行わずに、市民体育館に行って、一気に各スポーツを行うとか、平方、あるいは上平の野球場等

のスポーツ施設を使って、中学生が一気にそちらに出向いて行って、あるいは、たとえば学校のグラ

ンドを使って行うにしても、そこにそういう人を配置するということは、確かに、時代的に出てきて

も当然のことなのですが、なんら予算上の裏付けがあって言っていることではないので、ある程度の

方向性として、我が国の方向としては、そうなるだろうということです。ですから、だんだん行くこ

とはあるかと思いますが、一気にとはなかなか行かないと思います。それは、ある意味結果的には、

ワークライフバランスの方にも、寄与していただいているのも事実です。部活動にコーチが来ている

場合、その時間に、教員は会議等に出ていくこともできます。ただし、もともとは、そのために入れ

たわけではありません。 
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（細野宏道 教育長職務代理者）「教育相談体制を整えます。」というところで、「小学校へのさわや

かの」という発言がありました。さわやか相談室登校というのが、不登校の問題で、たいへんさわや

かは重要だと思っています。中学校のさわやかさんが小学校に行くと、月・金が１日減るとか、人数

がそれで充足すると、中学校区でのさわやかさんがその中学校区の小学校に行くとなると、中学校の

さわやかの開設時間が減るということになります。そうなったら困ると思います。そうすると人を増

やすしかないので、そうすると予算の問題になってきますので、ぜひ、これは要望として、さわやか

を開設するのであれば、別途やっていただけるように人的な補充をお願いできればと思います。以上

です。 

 

（大塚崇行 委員）コミュニティ・スクールに関してですが、今、基本目標Ⅲの中での施策２というこ

とで伺っておりますが、考えると、どちらかというと、基本目標Ⅳの学校・家庭・地域の連携と教育

力の向上の施策１の方に元気な学校をつくる地域連携推進事業とありますが、こちらの内容にも連携

してくるのかとも思いますので、こちらにもコミュニティ・スクールに関する文言を入れた方がよい

のではないかと思います。 

 

（中野住衣 委員）基本目標Ⅰの中の施策５の特別支援教育の推進についてです。昨日も研究発表で市

内の小学校に行かせていただきまして、特別支援学級の授業も拝見しました。昨日の授業をみても、

通常の学級の指導案とは違って、単元も１時間１時間一人一人の障害や困難を抱えている部分につい

て共通の目標を設定し、個々にもそれぞれの目標があり、そして指導・支援の方法がきめ細かに練ら

れていて、担任の先生方の授業づくりの熱意と大変さを実感しました。児童が生き生きと活動してい

たのも印象に残りました。児童一人一人の目標を達成するために複数の先生が連携して行っている授

業をみて、思ったことです。本市は全小学校に特別支援学級が設置され、多くの先生方が担当してい

ます。その中には、これまで特別支援教育に携わっていなかったり、経験が少なかったり、他市から

異動してきて上尾市の状況がよく分からなかったり、様々な教員の方がいらっしゃると聞きます。そ

ういう状況の中、市教委としまして、どのような研修、情報提供等を行っているのかお聞かせくださ

い。昔は、校内の先輩の先生に指導いただいたり、市内特別支援学級の教員が集まって教材研究をし

たり、学び合いの機会が教員にたくさんあったように聞きます。現在は、そうしたことも難しいよう

ですので、教員の資質向上という課題にどのように対応しているのか教えてください。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）特別支援学級では、資質向上は、喫緊の課題でございます。特に、特別支援学

級を担当できる教員を広くしていくということは、たいへん重要であると思っています。今年度は、

当該通級指導教室の指導につきましても、見学会と研修会を行ったり、それから、特別な支援を要す

る通常の学級にいる児童の指導も含めた研修会を行うなど、広く、多くの先生方に特別支援の観点で

指導ができる研修会などの計画をしております。また、各学校で県立特別支援学校からのコーディネ

ーターの巡回指導がたいへん活発に行われております。各校３、４回、あるいはもっと多くの回数で

行っている学校もありますが、来ていただいて、具体的に指導の方法を学んでいるという状況で、ど

の教員もどの専門性も身に付けつつ、特別支援学級の担任ができる力量を確保できるような仕組みづ

くりについては、今後も努力してまいりたいと思います。 

 

（中野住衣 委員）特別支援教育全般についての研修は、各学校で今お話があったように進めていると

思います。私が申し上げたのは、特別支援学級担任の先生方を対象とした研修についてのお願いです。

一人一人の子どもたちが社会自立していくための指導は、専門的な知識を必要とすると認識していま
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す。ぜひ、先生方が学べる機会を提供できるよう考えていただければと思いました。よろしくお願い

いたします。 

 

（池野和己 教育長）他には、よろしいでしょうか。 

 

～委員全員から「はい」の声～ 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。たいへん貴重なご意見やご要望を出していただきまし

たので、これを事務局にまとめていただいて、２月定例会、２月２０日の火曜日に実施予定ですが、

今度は議案として提出する予定でおりますので、よろしくお願いいたします。なお、本日は限られた

時間でしたので、本日ご発言をいただいたもの以外にもあると思いますので、できましたら、２月定

例会に間に合わせる必要もありますので、２月９日の金曜日までに、事務局にご意見、ご要望をご連

絡いただければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。以上で、協議を終了といたしま

す。 

 

日程第６ 報告事項 

（池野和己 教育長）続いて「日程第６ 報告事項」でございます。本日は、７件の報告事項を予定し

ておりましたが、１件追加がございましたので、全部で８件の報告をお願いします。 

 

（保坂了 教育総務部長）報告事項のご用意をお願いいたします。「報告事項１ 平成２９年度第１回

定期監査結果について」は関教育総務部次長より、「報告事項２ 平成３０年成人式について」は小

宮山生涯学習課長より、「報告事項３ 第３６回上尾市民駅伝競走大会の開催について」は長谷川ス

ポーツ振興課長よりご報告申し上げます。 

 

○報告事項１ 平成２９年度第１回定期監査結果について 

（関孝夫 教育総務部次長）それでは、報告事項の冊子をご覧ください。１ページ目を開いていただき

まして、ご説明させていただきます。「平成２９年度第１回定期監査結果について」ご報告いたしま

す。地方自治法第１９９条第４項の規定に基づきまして、平成２９年１１月２４日、２８日、３０日

に実施され、報告書の提出がありましたので、報告させていただきます。報告書の内容は、２ページ

以降にございますので、１ページ開いていただきたいと思います。監査の範囲につきましては、３ペ

ージ中ほどの３に監査の範囲とございます。ここの(2)に書かれていますように、平成２９年４月１日

から９月３０日までの財務に関する事務でございます。この結果でございますが、５監査の結果がご

ざいますが、内容につきましては、また１枚開いていただきまして、４ページから５ページにかけま

して、教育委員会所管の各小中学校及び各課におきましては「適正」あるいは「おおむね適正」とい

う監査結果でございました。なお、「おおむね適正」というのは、一部書類の不備等の指摘はあるも

のの、財務事務に関しましては適正に執行されているということでございます。以上、報告とさせて

いただきます。 

 

○報告事項２ 平成３０年成人式について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）６ページをご覧ください。「報告事項２ 平成３０年成人式について」
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でございます。平成３０年１月７日の日曜日に開催し、主にＪＲ高崎線東側の対象者は午前１０時３

０分から、西側の対象者は午後零時４５分からの、２回に分けて実施いたしました。会場は、昨年リ

ニューアルオープンいたしました上尾市文化センターで開催いたしました。内容といたしましては、

例年と同様にアトラクションと式典の２部構成で、平成９年４月２日から平成１０年４月１日までに

生まれた市内在住の方が対象となりました。入場者数は、合計で１，６０３人、対象者の７０．７パ

ーセントの出席率でございました。教育委員の皆様方には、御来賓として、当日、式場に御登壇いた

だきましたこと、担当課長といたしまして厚く御礼申し上げます。説明は以上です。 

 

○報告事項３ 第３６回上尾市民駅伝競走大会の開催について 

（長谷川浩二 スポーツ振興課長）恐れ入りますが、７ページをお願いします。「報告事項３ 第３６

回上尾市民駅伝競走大会の開催について」説明いたします。まず、主催につきましては、上尾市、上

尾市教育委員会、上尾市体育協会、上尾市ＰＴＡ連合会、この四者の共催事業でございます。協力と

いたしまして、上尾市陸上競技協会のご協力をいただきます。期日につきましては、平成３０年２月

１１日の日曜日に行います。また、開会式を午前８時２０分から行います。会場につきましては、上

尾運動公園陸上競技場周辺コースで実施いたします。そして、種目及び参加申込状況でございますが、

1 部の小学生男子から７部の体協支部まで７種目で、３１１チーム、２，６１１人の申込みがござい

ました。なお、招待チームとしまして、福島県本宮市から小学生男子、中学生男子、一般各１チーム

ずつが含まれております。また、今大会からスタート順が小学生男女、中学生男女、一般、女子、体

協支部の順番でスタートします。昨年までですと、小学生のスタートが最後だったのですが、帰宅時

間が遅くなりますので、児童の安全を優先し、先のスタートといたしました。なお、今大会について

は、運動公園陸上競技場のトラック及び建物が工事のため使用できませんので、コースも変更しまし

て、小学生につきましても一般道路に出て上尾中学校前折り返しのコースとなります。次の８ページ

から１０ページまでが開催要項となっておりまして、１１ページから１３ページまでがコースとなっ

ておりますので、ご参照ください。また、最初のスタートが８時４０分、最終のフィニッシュが１４

時５０分、大会終了が１５時１０分を予定しております。教育委員さんには、開会式へのご参列をお

願いいたします。受付は、７時４５分から行います。また、駐車場につきましては既にご案内ととも

に駐車券を送付させていただいておりますので、そちらをご利用の上、運動公園駐車場をご利用くだ

さい。また、建物自体に入れなくて、控室が使えませんので、ストーブ等はご用意しますが、防寒対

策をよろしくお願いいたします。以上、報告とさせていただきます。 

 

（今泉達也 学校教育部長）報告事項４と追加いたしました報告事項８につきましては伊藤副参事兼学

務課長より、報告事項５と６につきましては瀧沢副参事兼指導課長より、報告事項７につきましては

松澤学校保健課長より、それぞれ報告申し上げます。 

 

○報告事項４ 平成２９年度上尾市立小・中学校卒業証書授与式及び平方幼稚園修了証書授与式につ

いて 

（伊藤潔 学務課長）「平成２９年度上尾市立小・中学校卒業証書授与式及び平方幼稚園修了証書授与

式について」ご報告いたします。報告事項１４ページをお開きください。ご覧のとおりの期日で、小

学校、中学校の卒業証書授与式、平方幼稚園の修了証書授与式が行われます。１５ページから１８ペ
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ージまでが告辞案、１９ページが告辞予定者名簿案でございます。なお、市長部局の告辞予定者につ

いては、調整が遅れておりますことから、次回２月の定例会に再度報告したいと思います。告辞予定

者については、来賓入場時刻の２０分前までに、学校に到着いただければと存じます。告辞文につき

ましては、後日、お一人お一人に整えたものをお届けいたします。報告は以上でございます。 

 

 

○報告事項５ 平成２９年１２月上尾市小・中学校いじめに関する状況調査結果について 

（瀧沢葉子 指導課長）２０ページ、「報告事項５ 平成２９年１２月上尾市小・中学校いじめに関す

る状況調査結果について」でございます。１２月の認知件数は、小学校では、新規認知が２件、継続

見守り１１件、解消２件、中学校は、新規認知１件、継続見守り７件、解消２件となっております。

いずれのケースにつきましても、事実についての対応が適切に行われ、その後の状況を丁寧に見守っ

ております。引き続き、児童生徒が安心して学べる、いじめのない学校づくりを行ってまいります。 

 

○報告事項６ 平成３０・３１年度上尾市小学校外国語教育の移行措置等について 

（瀧沢葉子 指導課長）続きまして、２２ページ、「報告事項６ 平成３０・３１年度上尾市小学校外

国語教育の移行措置等について」でございます。２３ページの表をご覧ください。学習指導要領の改

訂に伴い、平成３２年度から全面実施となりますが、本市では先行実施といたしまして、小学校の外

国語活動について、３・４年生では３５時間、５・６年生では７０時間を実施してまいります。この

ことにより、授業時数が１時間増えますので、各小学校で、平成３０年度の日課表を工夫して編成し

ていくことになります。また、学習内容につきましては、文部科学省作成の移行期間用新教材を用い

て、新学習指導要領の内容を学習していきますが、移行期間は前年度までの学習状況に照らした年間

指導計画を作成し、円滑に移行できるようにしてまいります。全面実施に向けて、先行実施の間、児

童が安心して学習をし、教員も自信を持って指導ができるよう整備を進めてまいります。指導課から

の報告事項は、以上でございます。 

 

○報告事項７ 学校歯科医の委嘱について 

（松澤義章 学校保健課長）恐れ入りますが、２４ページをお願いいたします。「報告事項７ 学校歯

科医の委嘱について」報告をさせていただきます。上尾市立東中学校の学校歯科医、吉岡基之氏が平

成２９年９月２８日に逝去されたことに伴い、学校保健安全法第２３条第３項の規定によりまして、

新たに湯本千秋歯科医師を委嘱いたしましたので、ご報告いたします。なお、任期につきましては、

平成２９年９月２９日から平成３０年３月３１日までということになります。以上でございます。 

 

○報告事項８ 上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱について 

（伊藤潔 学務課長）「上尾市立小・中学校通学区域検討協議会委員の委嘱について」ご報告いたしま

す。２５、２６ペ－ジをご覧ください。このたび、上尾市立小・中学校通学区域検討協議会の１号委

員につきまして欠員が生じたため、設置要綱第４条第１項の規定により、後任の委員を委嘱いたしま

す。新たに文教経済常任委員会の委員長、副委員長となりました長沢純議員、田中一崇議員を、小川
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明仁議員、糟谷珠紀議員の後任として委嘱いたします。任期は、残任期間の平成３１年６月３０日ま

での委嘱となります。報告は以上でございます。 

 

（今泉達也 学校教育部長）報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。報告につきまして、ご質問、ご意見等ありましたら、

お願いいたします。 

 

（中野住衣 委員）卒業証書授与式の告辞の問題ですが、平方幼稚園の告辞のところで１１行目に「運

動会や遠足など、楽しい行事もたくさんありますよ。」という文章があります。今、小学校の低学年

は遠足という行事名の付ついたものは、ないのではないでしょうか。 

 

（池野和己 教育長）はい。ありがとうございました。それは、訂正させていただきます。他にありま

したらお願いします。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。以上で、報告については終了したいと思います。 

 

日程第７ 今後の日程報告 

（池野和己 教育長）続きまして、今後の日程報告をお願いいたします。 

 

（荒井正美 教育総務課長）それでは、２月の日程のご案内をさせていただきます。教育委員の当面の

日程表をご覧ください。まず、今年度では最後となりますが、委嘱研究発表会が２月８日、木曜日に

富士見小学校において、特別の教科道徳を主題に開催予定でございます。また、先ほど報告事項にも

ございましたが、１１日、日曜日には上尾市民駅伝競走大会が開催されます。１６日、金曜日は文科

省におきまして第４回市町村教育委員研究協議会が開催されます。市民音楽祭関係では、１７日、土

曜日に邦楽祭が、翌１８日、日曜日には、吹奏楽・器楽祭がそれぞれ上尾市コミュニティセンターで

開催されます。２月２０日、火曜日は教育委員会２月定例会が午後１時３０分より教育委員室にて開

催予定で、その後、午後３時３０分からは庁議室におきまして総合教育会議が予定されております。

日程の最後ですが、２４日、土曜日は、平成２９年度上尾市ＰＴＡ研究大会が上尾市文化センターで

開催され、ＰＴＡの実践発表と家庭教育講演が予定されております。２月の日程につきましては、以

上でございます。 

 

（池野和己 教育長）ありがとうございました。日程について何かありましたら、事務局にお願いしま

す。 

 

日程第８ 議案の審議 

（池野和己 教育長）それでは、これから非公開の会議とさせていただきます。たいへん恐れ入ります

が、傍聴の方は、ご退席をお願いします。 
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～傍聴人退場～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、審議を行います。「議案第２号 行政文書非公開決定処分に係る審査

請求に対する裁決について」説明をお願いします。 

 

（保坂了 教育総務部長）議案第２号につきましては、小宮山生涯学習課長が説明申し上げます。 

 

○議案第２号 行政文書非公開決定処分に係る審査請求に対する裁決について 

（小宮山克巳 生涯学習課長）議案書２ページをお開きください。「議案第２号 行政文書非公開決定

処分に係る審査請求に対する裁決について」でございます。はじめに、提案理由でございますが、行

政文書非公開決定処分に係る審査請求について、当該処分の、公開できない理由を変更するほか、上

尾市情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して裁決したいので、この案を提出するものでござ

います。議案書の３ページから２７ページまでが裁決の案ですが、膨大な量ですので、別冊の議案資

料を用いて説明させていただきます。議案資料の１ページをお願いします。まず、１の審査請求の趣

旨ですが、本件審査請求は、審査請求人から、平成２９年３月２２日に提起されたもので、行政文書

非公開決定処分２件を取り消すよう求めるものでございます。なお、この行政文書非公開決定処分２

件は、日付の記載がございませんが、平成２９年２月２１日に行われたものでございます。その２件

の非公開決定処分ですが、(1)の、『平成２９年２月７日に上平小で開催された「上尾市教育委員会等

委嘱研究発表会」において、上尾市教育委員会職員に対して提供された湯茶や菓子、果物の類の金額

が判別できる文書、証憑類の写し』の公開の請求に対し、非公開とする教育委員会の決定と、(2)の、

『平成２９年２月７日に上平小で開催された「上尾市教育委員会等委嘱研究発表会」において、上尾

市教育委員会職員に対して提供された湯茶や菓子、果物の類がどこから支出されたのかが判別できる

文書、証憑類の写し』の公開の請求に対し、非公開とする教育委員会の決定でございます。なお、い

ずれも教育総務課長の専決による決定です。次に、２の裁決の内容でございます。結論としては、先

ほど申し上げた２件の非公開の決定に付記した理由の変更の必要性を認めて、理由付記の変更をする

とともに、それ以外の部分、すなわち、非公開決定を取り消せという部分については棄却するもので

ございます。理由付記の変更につきましては、(1)に記載していますが、簡単に申し上げますと、体育

館の全体会における湯茶提供場面のみを捉えて非公開とする理由となっていたものを、実際にあった

校長室における湯茶提供場面も加えた非公開とする理由に変更するものでございます。２ページをお

願いします。本件審査請求は、上尾市情報公開条例の規定により、上尾市情報公開・個人情報保護審

査会に諮問しております。審理はすべて同審査会で行われました。４ページ以降は答申書となってお

りますが、要点は、本件審査請求に係る争点及びそれに対する同審査会の判断ということで、２ペー

ジから３ページにかけての(2)のア、イ、ウに記載しております。まず、アの争点の１点目、本件に係

る非公開決定は全体会会場用のコーヒー、緑茶、紅茶等を購入した上平小ＰＴＡ宛の領収書が上平小

ＰＴＡの保有、管理するものとして存在することを認めた上で、実施機関である教育委員会の職員が

取得し、組織的に利用するものとして保有しているものではなく、情報公開制度の対象となる行政文

書に当たらないということを理由としていることに対し、審査請求人は上平小ＰＴＡは学校の組織に

位置づいていると主張している点について、同審査会の判断は、上平小ＰＴＡは市教育委員会又は上

平小とは別の組織であると認めるのが相当であり、上平小がＰＴＡ学校協力費の会計帳簿等を現実に
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支配、管理しているとはいえないとしています。次に、イの争点の２点目、教育総務課が本件に係る

情報公開請求後にＰＴＡ学校協力費に係る領収書の写しを取得し、管理している事実があることを捉

え、審査請求人が非公開の処分を取り消し、公開すべきであると主張している点について、同審査会

の判断は、情報公開請求の時点で存在する行政文書を対象とする運用は、上尾市情報公開条例の趣旨

を逸脱するものではなく、審査請求人の主張は認めることができないとしています。そして、ウの結

論ですが、本件審査請求には理由がなく、教育委員会が行った非公開決定は妥当であるとしています。 

上尾市情報公開・個人情報保護審査会から、このような答申をいただきましたので、教育委員会自ら

が理由付記を変更する以外には、本件審査請求を棄却するという結論に至ったものでございます。説

明は、以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）説明、ありがとうございました。たいへん膨大な資料について小宮山課長からそ

の概要の説明をいただきました。これについて、質疑、意見等がございましたらお願いしたいと思い

ます。 

 

（大塚崇行 委員）教育委員会に対する情報公開請求というのは、件数としてはどのくらいあるのでし

ょうか。また、公開、非公開の件数はどうでしょうか。 

 

（荒井正美 教育総務課長）教育委員会に対する情報公開の件数につきましては、教育総務課が把握し

ておりますので、お答えさせていただきます。まず、昨年度の請求件数ですが、全体で８９件ござい

ました。その内訳としましては、全部公開が３２件、一部公開が１８件、非公開が３５件、取下げが

４件でございます。今年度は年度途中ですが、今年１月２３日時点で、請求件数が８０件で、そのう

ち、全部公開が２５件、一部公開が２５件、非公開が２９件、取下げが１件となっております。そし

て、非公開の件数は、すべて行政文書の不存在を理由としているものでございます。説明は、以上で

ございます。 

 

（池野和己 教育長）他にございますか。 

 

（内田みどり 委員）上平小ＰＴＡ会計の学校協力費は、どのようなものか教えていただきたいと思い

ます。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）学校協力費についてお答えします。上平小学校ＰＴＡ会則第２条に定め

る同ＰＴＡの目的といたしまして、「小学校教育の充実振興を図り、児童の福祉を増進すること」及

び第３条第４号に掲げる同ＰＴＡの活動方針であります「学校の教育環境の整備に寄与する」に沿っ

た事業に係る予算として設置されております。使途を具体的に申し上げますと、上平小学校独自の金

管・鼓笛隊の活動を存続するための金管楽器のメンテナンス費用であったり、ベレー帽のクリーニン

グ代、また、学校花壇の種苗代、敷地外に借用している学校ファームの維持費用等となっております。

また、教育活動や教育環境の充実に資することを目的に学校の裁量で活用できる予算としても認めら

れております。以上でございます。 

 

（池野和己 教育長）よろしいでしょうか。 
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（内田みどり 委員）はい。 

 

（池野和己 教育長）他にございますか。 

 

（岡田栄一 委員）校長室で湯茶とかお菓子とか提供するというのは、他の学校でも行われているので

すか。いかがでしょうか。 

 

（瀧沢葉子 指導課長）業務の中で過度の接遇を行わないことにつきましては、学校には伝えておりま

す。お茶を出していただく程度の常識的な接遇となっております。 

 

（池野和己 教育長）他にございますか。 

 

（細野宏道 教育長職務代理者）議案資料で説明していただきました。議案資料の２ページのアのとこ

ろですが、情報公開の審査会の判断で、ＰＴＡ学校協力費の書類は、学校が支配、管理するとはいえ

ないということですが、この件のように、現実にそういった書類を見たいという人がいるということ

は、ＰＴＡも文書の公開を求められることがあって、そして、それに備えておく必要があるというこ

となのでしょうか。 

 

（小宮山克巳 生涯学習課長）今、ご質問いただきました議案資料の２ページのアの部分ですが、ＰＴ

Ａに対して文書の公開の請求がされることもあり得ると考えられます。その場合には、市の制度では

公開請求者の範囲が市民となっておりますが、ＰＴＡでは会員とするといった公開請求者の範囲並び

に公開、非公開の判断に必要な基準などを定めておくことなどが必要になってくると思います。なお、

昨年５月３０日から改正個人情報保護法により、ＰＴＡも個人情報取扱事業者として規制対象となっ

ていますので、個人情報については、非公開の取扱いが徹底されるよう注意する必要がございます。

説明は以上です。 

  

（池野和己 教育長）他にございますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）それでは、ないようですので、これより採決いたします。「議案第２号 行政文

書非公開決定処分に係る審査請求に対する裁決について」原案どおり可決することにご異議ございま

せんか。 

 

～委員全員から「異議なし」の声～ 

 

（池野和己 教育長）異議がないものと認め、原案どおり可決いたしました。それでは、その他に委員

の皆様から何かご意見、ご要望等はございますか。 

 

～委員全員から「なし」の声～ 
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日程第９ 閉会の宣告 

（池野和己 教育長）それでは、以上で予定されておりました本日の日程はすべて終了いたしました。

これをもちまして、上尾市教育委員会１月定例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

 

平成  年  月  日   署名委員 

 


